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東北農政局国営事業管理委員会設置要領 
 

平成１０年 ５月２７日付け１０北建第４０４号 

改正 平成１２年 ６月２３日付け１２北建第８１３号 

改正 平成１３年 １月 ９日付け１２北整第  １号 

改正 平成１４年 ２月 ５日付け１３北計第７００号 

改正 平成１４年 ３月２８日付け１３北計第８１６号 

改正 平成１５年 ５月２９日付け１５北計第１６４号 

改正 平成１６年 １月 ９日付け１５北計第６２５号 

改正 平成１７年 ７月２０日付け１７北計第２３３号 

改正 平成１８年 ４月２８日付け１８北計第１８３号 

改正 平成１９年 ８月２８日付け１９北計第２３８号 

改正 平成２２年 ４月１２日付け２２北計第 ５５号 

改正 平成２２年１１月１６日付け２２北整第９３４号 

改正 平成２３年 ５月２０日付け２３北計第１０３号 

改正 平成２４年 ４月２４日付け２４北計第 ３５号 

改正 平成２６年３月３１日付け２５北整第２２９５号 

改正 平成２８年 １月１５日付け２７北振第２６８号 

改正 平成２９年 ５月１８日付け２９北振第４５２号 

改正 平成２９年 ７月 ７日付け２９北振第８６７号 

改正 平成３１年２月２７日付け３０北振第２０４６号 

改正 令和 ５年１１月１６日付け５北振第１８７０号 

 

（目 的） 

第１条 農業農村整備事業の効率的な執行、透明性の確保及び環境との調和への配慮を図る

観点から、新規地区採択時の当該事業の評価（以下「事前評価」という。）、事業採

択後一定期間ごとに当該事業を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた事業の評価（以下

「再評価」という。）、計画の見直しに係る計画変更の円滑な推進（以下「計画変

更」という。）、事業完了地区における当該事業の評価（以下「事後評価」とい

う。）、環境との調和への配慮に関する事項についての検討（以下「環境」とい

う。）、国営事業の地区調査、全体実施設計及び国営施設応急対策事業等の調査の円

滑な推進に係る検討（以下それぞれ「地区調査」、「全体実施設計」及び「原因究明

等調査等」という。）、事業推進に係る国営造成土地改良施設の緊急的な対策等に関

する技術的な検討（以下「緊急対策」という。）、事業完了地区における国営造成土

地改良施設の重要な技術的課題や施設管理に係る課題等に関する検討（以下「完了地

区の技術課題」という。）及び事業の廃止に係る廃止処理計画の円滑な推進（以下

「廃止処理計画」という。）を行うため、東北農政局国営事業管理委員会（以下「事

業管理委員会」という。）を設置し、一層効率的な事業の実施に資することを目的と

する。 

 

 

（構 成） 

第２条 事業管理委員会の構成は次のとおりとする。 

（１）事前評価に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、水利

整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（２）再評価に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 
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委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、水利

整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（３）計画変更に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、用地

課長、水利整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（４）事後評価に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、水利

整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（５）環境に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、水利

整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（６）地区調査に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、用地

課長、水利整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（７）全体実施設計に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、用地

課長、水利整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（８）原因究明等調査等に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、用地

課長、水利整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

（９）緊急対策に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、設計課水利計画官、設計課工事検査官、用地課長、水利

整備課長、水利整備課管理調整官、農地整備課長、防災課長、土地

改良技術事務所長、土地改良技術事務所専門技術指導官、事業

（務）所長（検討課題該当所長）、土地改良調査管理事務所長（検

討課題該当所長） 
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（10）完了地区の技術課題に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、用地

課長、水利整備課長、農地整備課長、防災課長、土地改良技術事務

所長、土地改良調査管理事務所長（検討課題該当所長） 

 

（11）廃止処理計画に係るもの 

委 員 長 農村振興部長 

副委員長 地方参事官（特命・事業計画）、地方参事官（各省調整） 

委  員 設計課長、土地改良管理課長、農村環境課長、事業計画課長、用地

課長、水利整備課長、農地整備課長、防災課長 

 

２ 委員長は、必要に応じて前項の委員から特定委員を定め、又は前項に掲げる者以外の者

の出席を求めることができる。 

 

３ 事業管理委員会に、次に掲げる者により構成される東北農政局国営事業管理幹事会（以

下「事業管理幹事会」という。）を置く。 

（１）事前評価に係るもの 

幹 事 長 事業計画課課長補佐（総務） 

幹  事 設計課課長補佐（土木技術）、設計課水利計画官、土地改良管理課

課長補佐、農村環境課課長補佐、事業計画課課長補佐（計画調

整）、水利整備課課長補佐（総務）、農地整備課課長補佐（総務、

競争力強化事業推進）、防災課課長補佐 

 

（２）再評価に係るもの 

幹 事 長 設計課課長補佐（土木技術） 

幹  事 設計課水利計画官、設計課事業調整室長、土地改良管理課課長補

佐、農村環境課課長補佐、事業計画課課長補佐（総務、計画調

整）、水利整備課課長補佐（総務）、農地整備課課長補佐（総務、

競争力強化事業推進）、防災課課長補佐 

 

（３）計画変更に係るもの 

幹 事 長 事業計画課課長補佐（総務） 

幹  事 設計課課長補佐（土木技術）、設計課水利計画官、土地改良管理課

課長補佐、農村環境課課長補佐、事業計画課課長補佐（計画調

整）、用地課課長補佐（用地調整）、水利整備課課長補佐（総

務）、水利整備課管理調整官、農地整備課課長補佐（総務、競争力

強化事業推進）、防災課課長補佐 

 

（４）事後評価に係るもの 

幹 事 長 土地改良管理課課長補佐 

幹  事 設計課課長補佐（土木技術）、設計課水利計画官、土地改良管理課

農政調整官（開発）、農村環境課課長補佐、事業計画課課長補佐

（総務、計画調整）、水利整備課課長補佐（総務）、水利整備課管

理調整官、農地整備課課長補佐（総務、競争力強化事業推進）、防

災課課長補佐 
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（５）環境に係るもの 

幹 事 長 事業計画課課長補佐（総務） 

幹  事 設計課事業調整室長、土地改良管理課課長補佐、農村環境課環境保

全官、事業計画課環境計画専門官、水利整備課課長補佐（総務）、

農地整備課課長補佐（総務）、防災課課長補佐 

 

（６）地区調査に係るもの 

幹 事 長 事業計画課課長補佐（総務） 

幹  事 設計課課長補佐（土木技術）、設計課水利計画官、土地改良管理課

課長補佐、農村環境課課長補佐、農村環境課地質官、事業計画課課

長補佐（計画調整）、用地課課長補佐（用地調整）、水利整備課課

長補佐（総務）、農地整備課課長補佐（総務、競争力強化事業推

進）、防災課課長補佐 

 

（７）全体実施設計に係るもの 

幹 事 長 設計課課長補佐（調整） 

幹  事 設計課課長補佐（土木技術）、設計課水利計画官、土地改良管理課

課長補佐、農村環境課課長補佐、農村環境課地質官、事業計画課課

長補佐（総務）、用地課課長補佐（用地調整）、水利整備課課長補

佐（総務）、農地整備課課長補佐（総務）、防災課課長補佐 

 

（８）原因究明等調査等に係るもの 

幹 事 長 事業計画課課長補佐（総務） 

幹  事 設計課課長補佐（土木技術）、設計課水利計画官、土地改良管理課

課長補佐、農村環境課課長補佐、農村環境課地質官、事業計画課課

長補佐（計画調整）、用地課課長補佐（用地調整）、水利整備課課

長補佐（総務）、水利整備課管理調整官、農地整備課課長補佐（総

務）、防災課課長補佐 

 

 

（９）完了地区の技術課題に係るもの 

幹 事 長 設計課課長補佐（土木技術） 

幹  事 設計課水利計画官、農村環境課課長補佐、農村環境課地質官、事業

計画課課長補佐（総務）、用地課課長補佐（用地調整）、水利整備

課課長補佐（総務）、水利整備課管理調整官、農地整備課課長補佐

（総務）、防災課課長補佐、土地改良技術事務所担当課長等（検討

課題該当課長等）、土地改良調査管理事務所担当課長等（検討課題

該当課長等） 

 

（10）廃止処理計画に係るもの 

幹 事 長 事業担当課課長補佐 

幹  事 設計課課長補佐（土木技術）、設計課水利計画官、土地改良管理課

課長補佐、農村環境課課長補佐、事業計画課課長補佐（総務、計画

調整）、用地課課長補佐（用地調整）、水利整備課課長補佐（総

務）、水利整備課管理調整官、農地整備課課長補佐（総務、競争力

強化事業推進）、防災課課長補佐 

 

４ 幹事長は、必要に応じて前項の幹事から特定幹事を定め、又は前項に掲げる者以外の者

の出席を求めることができる。 
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（実施方法等） 

第３条 事前評価の実施方法等は、農業農村整備事業等における新規地区採択時の評価方法

の明確化について（平成14年12月18日付け14農振第1828号生産局長、農村振興局長通

知）その他によるものとする。 

 

２ 再評価の実施方法等は、国営土地改良事業等再評価実施要領（平成10年3月27日付け10

構改Ｄ第161号構造改善局長通知）その他によるものとする。 

 

３ 計画変更は、国営土地改良事業計画変更取扱要領（昭和40年12月20日付け40農地Ｃ第

389号（技）農林事務次官依命通知）に準拠し、国営土地改良事業に係る計画変更の内容

についての検討及び適正な変更計画樹立のための指導・助言を行う。 

 

４ 事後評価の実施方法等は、国営土地改良事業等事後評価実施要領（平成12年3月27日付

け12構改Ｃ第241号構造改善局長、畜産局長通知）その他によるものとする。 

 

５ 環境は、環境との調和への配慮に関する事項について検討し、適正な計画樹立のための

指導を行う。 

 

６ 地区調査、全体実施設計及び原因究明等調査等は、進捗状況を踏まえ、課題の解決方策

及び支援策等の検討を行い、調査等の円滑な推進のための指導を行う。 

 

７ 緊急対策は、事業推進に係る国営造成土地改良施設の緊急的な対策等に関する技術的な

検討を行い、迅速かつ機動的な対応を図るための指導を行う。 

 

８ 完了地区の技術課題は、事業完了地区における国営造成土地改良施設の重要な技術的課

題や施設管理に係る課題等に関する事項について検討し、課題解消のための指導を行う。 

 

９ 廃止処理計画は、国営土地改良事業の廃止に係る取扱要領（平成14年４月１日付け13農

振第3681号農林事務次官依命通知）に準拠し、国営土地改良事業に係る廃止処理計画の内

容についての検討及び適正な廃止処理計画樹立のための指導・助言を行う。 

 

 

（東北農政局国営事業技術検討会） 

第４条 事業管理委員会の長は、事前評価、再評価及び事後評価に関して専門的知見を有す

る第三者から構成される検討会（以下「技術検討会」という。）を設置するものとす

る。 

 

 

（東北農政局環境情報協議会） 

第５条 事業管理委員会の長は、環境との調和への配慮に関して専門的知見を有する第三者 

から構成される協議会（以下「環境情報協議会」という。）を設置するものとする。 

 

 

（東北農政局完了地区技術課題検討委員会） 

第６条 事業管理委員会の長は、必要に応じて事業完了地区における国営造成土地改良施設

の重要な技術的課題に関して専門的知見を有する第三者から構成される検討委員会

（以下「完了地区技術課題検討委員会」という。）を設置するものとする。 
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伊豆原康太(IZUHARAKota)
ノート注釈



 

（運 営） 

第７条 事業管理委員会の運営 

（１）委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から要請があったとき委員長

が招集する。 

（２）委員会は、委員長が主宰する。ただし、委員長の命により委員長に代わって検

討課題に業務が該当する副委員長が委員会を主宰することができることとする。

なお、検討課題に業務が該当する副委員長は、事前評価、計画変更、事後評価、

環境、地区調査、原因究明等調査等に係るものにあっては地方参事官（特命・事

業計画）、再評価、全体実施設計、緊急対策、廃止処理計画及び完了地区の技術

的課題に係るものにあっては地方参事官（各省調整）が務めるものとする。 

（３）委員長は、必要に応じ事業管理幹事会の開催を要請することとする。 

 

２ 事業管理幹事会の運営 

（１）幹事会は、委員長からの要請により幹事長が招集し主宰する。 

（２）幹事長は、事業管理委員会に出席して幹事会における検討結果を報告するもの

とする。 

 

３ 技術検討会等の運営 

第４条から第６条に規定する各会の構成及び運営等に関し必要な事項については、別

紙１から別紙３のとおりとする。 

 

 

（その他） 

第８条 事業管理委員会の庶務は、再評価、全体実施設計及び完了地区の技術課題に関する

ことにあっては設計課、事後評価に関することにあっては土地改良管理課、事前評

価、計画変更、環境、地区調査、原因究明等調査等に関することにあっては事業計画

課、緊急対策及び廃止処理計画に関することにあっては検討課題の事業担当課が行う

ものとする。 

 

２ この要領に定めのない事項については、別途定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１２年６月２３日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１３年１月９日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１４年２月５日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１４年３月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年５月２９日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１６年１月９日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１７年７月２０日から施行する。 
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附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年８月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１２日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年１１月１６日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２３年５月２０日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年４月２４日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年１月１５日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年５月１８日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年７月７日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年２月２７日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１１月１６日から施行する。 
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（別紙１） 
 

東北農政局国営事業技術検討会について 

 

 

第１ 目的 

農業農村整備事業の効率的な執行及び透明性の確保を図る観点から、新規地区採択時

の当該事業の評価（以下「事前評価」という。）、事業採択後一定期間ごとに当該事業を

取り巻く諸情勢の変化を踏まえた事業の評価（以下「再評価」という。）、事業完了後一

定期間を経過した地区における当該事業の評価（以下「事後評価」という。）を行うた

め専門的知見を有する第三者から構成される検討会（以下「技術検討会」という。）を

設置するものである。 

 

 

第２ 構成 

１ 技術検討会は、農業農村整備事業等に関する技術的・専門的な知見を有し、公正中立

の立場を堅持できる学識経験者等から選任する６名以内の委員により構成する。 

２ 委員の任期は原則として２年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任

者の残任期間とする。なお、再任は妨げないが、10 年を超える期間継続して任命しない。 

３ 技術検討会の委員長は、各委員の互選により定めるものとする。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。 

 

 

第３ 実施方法等 

１ 技術検討会は、東北農政局国営事業管理委員会（以下「事業管理委員会」という。）が

作成した国営事業の事前評価資料、再評価結果及び事後評価結果について審議を行うこ

ととする。 

２ 技術検討会は、事業管理委員会から、国営事業の事前評価、再評価及び事後評価の制

度・運営等に関する諮問があった場合には、必要に応じ検討会等を開催するものとする。 

３ 技術検討会は、審議又は検討した結果を事業管理委員会に対し意見等を提出するもの

とする。 

 

 

第４ 事務局 

事務局は、事前評価に関することにあっては事業計画課、再評価に関することにあっ

ては設計課、事後評価に関することにあっては土地改良管理課に置くこととする。 
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